
 - 1 -

 

 

 

トラブル事象等について 

 

１．前回監視円卓会議以降のトラブル事象について 

前回の監視円卓会議（平成 27 年 10 月 28 日開催）以降、北海道及び室蘭市に報

告し、公表したトラブル事象（区分Ⅰ～Ⅳ）は以下の２件でした。 

 

・前回の監視円卓会議以降に報告・公表したトラブル事象（概要版を添付する） 

・なお、１件目につきましては、11 月 10 日に第１報、12 月 10 日に第２報・最終

報を報告しております。 

 ・トラブル事象とは別に、平成 28 年 1 月 14 日に室蘭市内で震度４を観測し、自

衛防災隊を立ち上げたことについて、添付のとおり概要を報告しております。 

 

※：事象区分の考え方 

区分 該当する事象 

Ⅰ (1)緊急時マニュアルで定める緊急事象・異常現象 

(2)休業４日以上の労働災害 

Ⅱ (1)協定で定める排出管理目標値を超過又は超過するおそれが生じた場合 

(2)３日以下の休業に係る労働災害 

Ⅲ (1)環境への特段の影響はないが、地域住民や保管事業者等に不安感を与える事象 

(2)不休災害 

Ⅳ (1) 環境への特段の影響はないが、環境保全上の留意が必要な事象 

(2) 0.5 ㎎/㎏の超えるＰＣＢを含む油のオイルパン内の漏洩 

(3)微傷災害（区分Ⅰ～Ⅲに該当しない軽微な労働災害） 

 

２．不具合事象等の公表件数について 

前回の監視円卓会議以降、北海道及び室蘭市に 13 件の不具合事象と 16 件の不

具合事象未満を報告し、ＰＣＢ処理情報センターにて公表しております。 

対象期間 

不具合事象 

件数 

不具合事象 

未満件数 報告・公表日 

当初 増設 当初 増設

平成 27 年 10 月 1 日～31 日 １ １ ２ １ 平成 27 年 11 月 10 日

平成 27 年 11 月 1 日～30 日 ３ ３ ５ １ 平成 27 年 12 月 10 日

平成 27 年 12 月 1 日～31 日 １ ０ ２ １ 平成 28 年 1 月 12 日 

平成 28 年 1 月 1 日～31 日 ３ １ ４ ０ 平成 28 年 2 月 10 日 

計 ８ ５ １３ ３  

 

事   象 発生月日 区分

１．（当初）改造工事における第１再生溶剤の漏洩 10 月 29 日 Ⅳ 

２．（当初）真空超音波洗浄エリアにおける第２再生溶剤の漏洩 1 月 29 日 Ⅳ 
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平成 27 年 10 月に発生したトラブル事象について（１／１） 

 区分Ⅳ 

件名 改造工事における第一再生溶剤の漏洩 【第２報・最終報】 

発生日時 平成 27 年 10 月 29 日(木)  15 時 08 分頃 

発生場所 当初処理施設１階 小型トランス解体エリア（改造工事中） （管理区域レベル３） 

環境への影響 なし 

PCB 汚染の可能性 漏洩発見から拭き取り作業完了まで作業員への接液はなく、人への影響はなかった。 

概要（時刻は頃） 

（応急措置等） 

【概要】 

第一再生溶剤は、トランスやコンデンサの解体時の洗浄溶剤として用いられており、使用

後は第１蒸留塔でＰＣＢを除去し、新規洗浄溶剤の添加により濃度を規定値（10ppm）以下と

して再利用している。 

・第一再生溶剤の物性：比重０．７６、沸点２２６～２３０℃、引火点１０２℃、発火点２０５℃

のパラフィン系炭化水素（ノルマルパラフィン）、第４類第３石油類（非水溶性液体）

で指定数量は重油等と同じく２０００リットル（以下「L」） 

今回の事象は、小型トランスエリアにおける漏洩機器等対応工事の作業中に発生した。 

 

【時系列】 

10/29 第一再生溶剤ラインを延長するにあたり、ラインの末端に閉止弁を設置する工事を午

後から開始。 

13:30 当初施設中央制御室にて、JESCO、MEPS 及び工事会社が参加して１３名による環

境設定打合せを実施し、作業責任者の連絡先、環境設定時のバルブ操作の担当者、

札掛け対象機器、危険ポイント及び KY(危険予知)事項等を確認した。 

14:00 現場にて液抜き作業を開始。作業の結果、約２０１L の液を回収した。 

15:05 液抜き作業が終了したことから閉止フランジを取り外し、１分間様子を見た。液漏れ

等がないことが確認できたので、工事会社作業員は閉止弁の設置作業に取り掛かっ

た。（取り付け準備で約２分経過） 

15:08 閉止フランジを取り外した末端のフランジに、閉止弁が付属している配管のフランジ

に合わせたとき、フランジ同士の隙間から第一再生溶剤の漏洩が始まった。 

その直後、工事会社作業員はフランジ同士をボルトで密着させて漏洩を停止させた。 

15:10 漏洩停止後、漏洩した第一再生溶剤を作業員９名で、吸着マットを用いて溶剤の拭

き取り・回収作業を開始した。 

   これと並行して、配管内の残液を回収したところ、約１１５Ｌを回収した。 

16:00 拭き取り・回収作業が終了。吸着マットから溶剤を絞ったところ、約５０Ｌを回収した。

回収した溶剤はＰＣＢ濃度が高くなったことを考慮して、無害化処理のラインに送液し

た。絞った後の溶剤がしみ込んだ吸着マット約１５０枚はビニール袋で養生してドラム

缶に廃棄した。 

事象による影響 

（安全への配慮） 

・ 漏洩前に測定した第一再生溶剤のＰＣＢ濃度は 2.4 mg/kg であった。 

・ 漏洩した溶剤は、床面に約４ｍ×３ｍで広がった。溶剤がしみ込んだ吸着マットの重量を

測定した結果、総重量は４４．７ｋｇであった。使用前の吸着マットは１５０枚で９kg である。

洗浄溶剤の比重０．７６から計算すると、吸着分は約４７Ｌであり、回収した約５０Ｌと合わ

せて約９７Ｌが漏洩したと推定される。 

・ 拭き取り作業時の当該箇所（第２排気系統）のオンラインモニタリング測定結果は、１５時

台：1.172μg/m3、１６時台：測定なし、１７時台：1.181μg/m3 で、通常値（２～６μg/m3）よ

りも低めであった。 

・ 拭き取り・回収作業中の作業環境測定を実施したところ、１１.２μｇ／m3 であった。これは

床面に付着していた PCB が洗浄溶剤とともに揮発したことにより、通常より高めの数値に

なったものと考える。漏洩発見から拭き取り作業完了まで作業員はヘルメット、全面マス

ク、ＰＣＢ耐性の高い防護服と手袋（綿手袋＋インナー手袋×２＋ゴム手袋）を装着してお

り作業員への直接の接液はなかった。また、全面マスク（防護係数５０）により、作業員の

呼気は作業環境濃度の 50 分の 1 程度（０．２μｇ／m3）まで低下した。 

 

発生原因 ・ 漏洩前の液抜き対象の配管容量は、最上部（高さ８．１ｍ）が２５３Ｌ、最上部と最下部の

接続部が７５Ｌ、最下部（高さ０．２ｍ）が１１０Ｌであり、合計４３８Ｌであった。漏洩前の回収

量は２０１Ｌであったが、昨年８月に同様の作業を実施した時の回収量が約１００Ｌであった

ことから、２００Ｌ抜けば十分であると判断した。 

・ 漏洩前の液抜き作業終了時点で、配管内には約２３７Ｌ（配管容量４３８L－漏洩前回収量
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２０１L）の溶剤が残っていたと推定される。液抜き作業は、PCB を扱っている管理区域内

の配管ではエア抜き弁を取り付けることができないため、管理区域内の負圧のみで液抜

きをしている。この場合、末端部分は空気が入らないことから真空状態に近くなり、容易に

液が出てこない現象が起きる。 

・ 漏洩量９７Ｌと漏洩後の回収量１１５Ｌを合計すると２１２Ｌとなり、推定残留量の２３７Ｌとほ

ぼ等しい値となった。なお、差分の２５Ｌは、漏洩後の回収作業でも配管から回収されずに

残留した量と考えられる。 

・ フランジを開放してから漏洩開始まで約３分のタイムラグがあった。フランジ開放によりエ

ア抜き弁を開放した時と同様の状態となり、ライムラグの間に空気が開放部分から入り込

み、配管内の真空状態が崩れ、残留液が出てきたものと推定する。 

 

まとめ：液抜き作業開始時点で約２３７Ｌの液が配管内に残っており、閉止フランジを開放した

ことによって流入した空気が真空部分に達して残留液を排出させたことにより、漏洩に

至ったものと推定する。 

 

再発防止対策 ① 作業手順による対策 

・ 液抜き作業開始前に配管容量を計算し、回収予想量を事前に把握する。 

・ 真空引きによる液抜き作業を行い、液が出てこなくなった時点で、念のため、真空状態の

配管に復圧（空気を入れる）し、再度真空引きにより液が出てこないかを確認する。回収

量と回収予想量がほぼ等しければ、フランジ開放作業に移行する。 

・ 回収量が回収予想量よりも少ない場合（目安は１０Ｌ）は、真空引きと復圧を３回繰り返し

た後、１０分間放置する。それでも液が出ない場合はフランジ開放作業に移行する。 

・ フランジ開放作業時の安全対策として、フランジ開放部の下部に吸着マットを敷き詰めた

仮設の集液パンを設置する。また、フランジ開放時にはフランジ部のボルトを外さずに緩

めた状態で１０分間放置する。液が出てこないことを確認後、フランジ部のボルトを取り外

し、フランジを開放することとする。 

・ 万一、液が出てきた場合はすぐにボルトを締めてフランジを閉止し、再度真空引きを実施

する。 

 ② ハード的な対策 

・ 今回の事象は、液抜き範囲が広範囲で、空気が末端まで到達するのに時間を要したこと

が要因の一つであった。このことから、液抜き範囲が広範囲とならないよう、平成 28 年 9

月の定期点検に合わせて分岐箇所に仕切弁を設置する。 

 

水平展開 ・ 今回の事象を定検作業前注意事項説明会の注意事項に盛り込み、作業者に教育する。 

 

連絡・公表の 

状況 

【事象区分の判断】 

改造工事中の事象であり操業への影響がなかったことから、「区分Ⅳ① 設備の停止を伴

わずに修復できたＰＣＢ等法令で定める有害な物質の施設内での漏洩」に該当すると判断。

 

【通報連絡・対外対応】 

10/29 16：40～16：59 消防本部・予防課、胆振・環境生活課、室蘭市・環境課、道・循環型社

会推進課に電話第一報連絡。（JESCO 本社は担当者が北海道に出張で来ていたため

口頭連絡） 

17：20～18：30（現場 17：45～18：10） 消防・予防課２名による石災法・消防法に基づく立入

調査、胆振・環境生活課２名及び市・環境課２名による環境保全協定に基づく立入検

査が合同で行われた。この際、通報遅れについて注意を受けた。（通報遅れについて

は、担当者に対して通報連絡に関する再教育を実施した。） 

なお、立入検査後の確認で、液抜き作業以外の工事については翌日以降も実施する

ことでご了解を頂いた。 

11/18 第 33 回広域協議会において、通報連絡事項報告書（第１報）に基づき報告した。 

11/19 この日の朝刊に、本件について「軽微な労働災害」との一部報道があったため、室蘭

労働基準監督署に誤報であることを説明し、了解された。 

12/9 道及び室蘭市に原因及び再発防止対策を説明し、液処理作業の再開についてご了解

を頂いた。 

 

【報告・公表】  

「通報連絡・公表の取扱い」に基づく報告として、11/10 及び 12/10 に報告書を北海道及

び室蘭市に提出し、ＰＣＢ処理情報センターに配備した。 
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件名 改造工事における第一再生溶剤の漏洩 

図・写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

漏洩した範囲（３ｍ×４ｍ） 

当初施設１階管理区域図（発生場所：小型トランス解体エリア） 

設置した閉止弁 

改善後の液抜き作業手順書（抜粋） 漏洩に係る配管系統図（ポンチ絵） 
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平成 28 年 1 月に発生したトラブル事象について（１／１） 

 区分Ⅳ 

件名 真空超音波洗浄エリアにおける第二再生溶剤の漏洩 

発生日時 平成 28 年 1 月 29 日(金) 16 時 45 分頃 

発生場所 当初処理施設１階 真空超音波洗浄エリア（定期点検中） （管理区域レベル３） 

環境への影響 なし 

PCB 汚染の可能性 漏洩発見から拭き取り作業完了まで作業員への接液はなく、人への影響はなかった。 

概要（時刻は頃） 

（応急措置等） 

【概要】 

今回の事象は、１月２５日～２月８日の冬季定期点検期間中に発生しており、真空超音波

洗浄工程は停止中であった。 

今回漏洩した第二再生溶剤は、真空超音波洗浄工程の第４洗浄槽以降の洗浄溶剤や攪

拌洗浄工程の３回目洗浄以降の洗浄溶剤として用いられており、使用後は真空超音波洗

浄工程では第１～第３洗浄槽の洗浄溶剤として用いられた後、攪拌洗浄工程の洗浄済み液

とともに第２蒸留塔に移送してＰＣＢを除去し、新規洗浄溶剤の添加により濃度を規定値

（0.1ppm）以下として再利用している。 

洗浄溶剤の物性は、比重０．７６、沸点２２６～２３０℃、引火点１０２℃、発火点２０５℃の

パラフィン系炭化水素（ノルマルパラフィン）で第４類第３石油類（非水溶性液体）（指定数量

は重油等と同じく２０００リットル）である。 

真空超音波エリアは危険物を取り扱うエリアであることから、このエリアで用いる設備は

防爆仕様となっており、第２再生溶剤等の可燃性蒸気による火災・爆発の発生リスクを低減

させている。 

今回の事象に関係する設備について説明する。 

・ ファンコイル（略称・ＦＣ）：真空超音波洗浄エリアは真空超音波発生装置によりエリア内

の室温が上昇する傾向にあるため、気温を下げるための空調機器としてファンコイルを

用いている。ファンコイルは２基の大型ファンでエリア内の空気を吸い込み、２０℃の冷

水配管で空気を冷やして、系外に排気している。 

 

・ 減圧乾燥槽：減圧乾燥槽は、非含浸性廃棄物を洗浄する真空超音波洗浄工程の最後

に位置する７番目の槽で、卒業判定洗浄後の非含浸性廃棄物を加熱蒸気で乾燥させる

ための槽でＡ／Ｂ２槽ある。 

 

・ 乾燥用溶剤加熱器(略称・加熱器)：加熱器は、第２再生溶剤を約１６０℃まで加熱して大

気圧の約１２分の１まで減圧することにより気化させ、その蒸気を減圧乾燥槽に供給す

る装置である。減圧加熱下で１週間連続運転した後、加熱器内部の液のＰＣＢ濃度が上

昇することを考慮して、内部圧力を大気圧に復圧した後、全ての液を排液する。 

 

【時系列】 

1/29 PM 点検工事のため、工事会社作業員６名が真空超音波洗浄エリアに入室。 

16:45 現場作業終了後の退出時に、工事会社監督者がファンコイル（以下「FC」）付近の

床面が液体で濡れていることに気づき、直ちに中央制御室に連絡。 

中央制御室運転員から MEPS 運転部長に連絡し、４名が現場確認に急行。 

17:00 MEPS から JESCO に対し、漏洩発生の第一報。 

17:10 漏洩液を油水試験紙で確認したところ、油であることが判明。 

17:15 FC 内部を点検するため、FC の運転を停止。FC 点検口を開放したところ、FC 内の

ドレンパン（約２．７ｍ×１ｍ）に液が溜まっている（液高約３．５～５．０ｃｍ）ことを

発見。液のサンプリングを実施。その後、FC の下部から更に液漏れが発生。 

17:25 MEPS 作業員が床面の拭き取り・清掃作業を開始。 

17:40～18:10 作業環境測定を実施。 

18:20 FC 上部の第２再生溶剤配管の保温材付バルブ（５０A）が濡れていることを発見。

保温材を外してバルブを点検したが、漏れ箇所はなかった。 

18:30 FC ドレンパン内の液を回収し、排気処理エリアドレン回収槽への移送を開始。 

18:40 漏洩拡大防止措置として、FC 上部の第２再生溶剤配管の液抜きを実施。 

18:43 FC ドレンパンの液面が下がってきたことから、FC の運転を停止。 

19:15 拭き取り・回収作業終了。（ドレンパンからの回収量は約１１４．４リットル） 

事象による影響 

（安全への配慮） 

・ 漏洩した第二再生溶剤のＰＣＢ濃度は０．００６６mg/kg であった。 

・ 漏洩した溶剤はFC西側の床面に約１ｍ×１ｍ、南側の床面に５０ｃｍ×６０ｃｍで広がって
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おり、併せて約０．５リットルと推定。回収した吸着マットの測定で、回収マットの吸着分は

約８．０リットルであり、床面の約０．５リットル、回収した約１１４．４リットルと合わせると約

１２３リットルとなった。 

・ 漏洩発見から拭き取り作業完了まで作業員への接液はなかった。 

・ 拭き取り作業時の当該箇所のオンラインモニタリング（第２排気系統）測定は定期点検中

のため毎日セーフティネット活性炭前（＝オンラインモニタリングと同じ箇所）のオフライン

サンプリングを実施していた。事象発生翌日３０日の結果は１．３μg/m3 であり、前日まで

の結果（２９日１．４μg/m3、２８日１．２μg/m3、２７日１．３μg/m3）と差はなかった。 

・ 拭き取り・回収作業中の作業環境測定を実施したところ、１．９１μｇ/m3 であった。この値

は通常時の真空超音波洗浄エリアの値と大きな違いはなかった。 

・ FC ドレンパンには、結露水が一定量以上溜まったときに中央制御室に警報を発信するフ

ロート（浮き）式の検知器が付いていた。この浮きは水の比重では浮くが、第２再生溶剤の

比重では浮かなかったため、液だまりを検知できなかった。 

 

発生原因 ・ FC には第 2 再生溶剤と接続するラインはなく、FC 自体の漏洩ではなかった。 

・ 第２再生溶剤系統の確認にあたり、配管内の残液を回収作業を実施した。回収作業のた

め、減圧状態となっていた乾燥用溶剤加熱器（以下「加熱器」と言う。）を窒素ガスで大気圧

に戻したところ、加熱器のサイトグラス（のぞき窓）周りから液が滲み出ることを確認した。な

お、滲み出た液はすぐに回収した。 

・ 加熱器は一週間ごとに排液運転されるが、その際に加熱器内の圧力が高くなることからサ

イトグラスと加熱器の間に隙間ができ、第２再生溶剤の蒸気がサイトグラスから漏れだした

ものと推定する。 

・ サイトグラスは、ＦＣの空気吸込口から約１．５ｍの箇所にある。サイトグラス前でテスト用ス

モークを発生させたところ、ＦＣにスモークが吸い込まれることを確認した。 

・ FC 内には２０℃以下の冷水が供給されており、第２再生溶剤の蒸気が吸い込まれれば、冷

水で凝集してドレンパンに溜まることが想定される。 

[まとめ] これらのことから、加熱器の排液運転時に第２再生溶剤の蒸気が加熱器のサイトグ

ラスから漏れ出てＦＣに吸い込まれ、ＦＣ内の冷水で凝集され、第２再生溶剤の液だまり

ができたものと推定する。 

また、ＦＣの排気中の第２再生溶剤が５０Ａバルブで凝集し、保温材を濡らしたものと推

定する。 

再発防止対策 ・ 乾燥用溶剤加熱器のサイトグラスのパッキンを新品と交換した。 

・ 真空超音波洗浄エリア内は定期的（月に７回程度）に作業員がエリア内に入って点検して

いる。この点検項目に、FC ドレンパンを追加する。 

・ FC ドレンパンのフロート式検知器を、油・水のどちらの液だまりができても警報が出るもの

に交換する。 

水平展開 ・ 管理区域レベル３内には他に FC が２台（コンデンサエリア及び攪拌洗浄エリア）あるが、

1/29 に内部を確認したところドレンパン内に液はなかった。 

・ 乾燥用溶剤加熱器のサイトグラスと同条件で使用しているサイトグラスとして、真空超音

波洗浄エリア内の減圧乾燥槽Ａ／Ｂのサイトグラスがある。これらのサイトグラスのパッキ

ンも、真空超音波洗浄設備の運転前に新品と交換した。 

連絡・公表の 

状況 

【事象区分の判断】 

定期点検中の事象であり操業への影響がなかったことから、「区分Ⅳ① 設備の停止を伴

わずに修復できたＰＣＢ等法令で定める有害な物質の施設内での漏洩」に該当すると判断。

 

【通報連絡・対外対応】 

1/29 17:48 胆振・環境生活課、17:55 室蘭市・環境課、18:03 消防本部・予防課、18:20 道・循環

型社会推進課及び 18:28JESCO 本社に電話第一報連絡。 

20:20～21:45（現場 21:05～21:35） 消防本部予防課２名による立入調査。 

2/1 10:00～11:30（現場 10:50～11:00） 胆振・環境生活課２名、室蘭市・環境課２名による環

境保全協定に基づく立入検査。 

2/8 17:45 道庁・胆振・室蘭市・消防に乾燥用溶剤加熱器及び減圧乾燥槽Ａ／Ｂのサイトグ

ラスのパッキンの交換完了を報告。これにより、運転再開についてご了解を頂いた。

 

【報告・公表】  

「通報連絡・公表の取扱い」に基づく報告として、2/10 に報告書を北海道及び室蘭市に提

出し、ＰＣＢ処理情報センターに配備した。 
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当初施設 １階管理区域図 

 

件名 真空超音波洗浄エリアにおける第二再生溶剤の漏洩 

図・写真 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

真空超音波洗浄エリア 第２再生溶剤 概略系統図 

ファンコイル内部（左：漏洩時、右：回収後）

乾燥用溶剤加熱器サイトグラス 

（パッキン交換中） サイトグラス～ファンコイル 位置図 

ファンコイル 

加熱器 
サイトグラス 

1.5m 

減圧乾燥槽Ｂ 減圧乾燥槽Ａ 





 

 

平成２８年１月１４日に室蘭市内で震度４を観測した地震への対応について 

 

１．時系列 

12 時 25 分 各自の携帯等で緊急地震速報を受信→緊急地震速報受信の全館放送 

→地震発生：震源地は浦河沖、地震の規模はＭ６．７→中央制御室で地震Ｈ警報（2.5

ガル以上で発報）→設備点検を開始→テレビ等で情報入手を開始 

12 時 32 分 室蘭市内で震度４を観測した旨のＮＨＫテレビ速報→その後、気象庁の地震速報

のホームページにより、室蘭市寿町で震度４、室蘭市山手町で震度２を確認 

12 時 33 分 緊急時対応マニュアル及び防災規程に基づき自衛防災隊を設置 

12 時 35 分 事業所内地震計で２２ガル（震度３相当）を観測したことを確認 

12 時 40 分 当初施設及び増設施設の指揮本部及び消防隊の設置完了 

（12 時 40 分頃 海上保安本部警備救難課及び室蘭市環境課から問合せ→設備点検中と回答） 

12 時 43 分 関係機関及び本社への第１報「自衛防災隊設置及び設備点検実施中」の発信開始 

【連絡先：北海道庁（循環型社会推進課）、胆振総合振興局（環境生活課）、室蘭市（環境課）、

室蘭市消防本部、室蘭警察署、室蘭海上保安部、室蘭労働基準監督署】 

12 時 45 分 当初施設点検終了→異常なしを確認 

12 時 46 分 関係機関及び本社への第１報の発信完了 

12 時 53 分 当初施設及び増設施設のオンラインモニタリング値の異常なしを確認 

12 時 55 分 増設施設点検終了→異常なしを確認 

13 時 00 分 自衛防災隊を解散→関係機関及び本社への第２報「設備異常なし及び自衛防災隊

解散」の発信開始 

13 時 10 分 関係機関及び本社への第２報の発信完了 

 

２．対応への反省と今後の対応 

(1) 対策本部－連絡・渉外班 

（反省事項）携帯電話による対外通報はスムーズに行えたが、第１報通報連絡票のＦＡＸに

誤って「訓練」と記載あるものを送信してしまった。 

（今後の対応）通報連絡票のＦＡＸについては、対策本部長又は対策副本部長など連絡・渉

外班員以外の確認を受けてから発信する。 

 (2) 指揮本部（増設） 

（反省事項）指揮本部を増設施設２階会議室に設置後、滞りなく必要な情報収集を行ったが、

テレビ等外部からの情報を入手するためのツールがなく、地震に関する情報が

直接入手できず、一抹の不安を感じた。なお、当初施設側はテレビ設置済。 

（今後の対応）指揮本部設置箇所にテレビなどの外部からの情報入手ツールを確保すること

を検討する。 

 

３．まとめ 

全体としては総合防災訓練に即した活動ができたとの評価であるが、上記のとおり今後の対

応が必要な事項も抽出されたことから、必要な対応を進めることとする。 

 

以 上 
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